
 

 

行政記録情報による照会結果の記録等に関する基本的な考え方（案） 

 

 

 

１ 行政記録情報に基づく新設事業所への照会及び廃業事業所への確認の概要 

 

（１）目的 

事業所母集団データベース（ビジネスレジスター）整備のため、行政記録情報（労働保険情

報及び商業・法人登記簿情報）により把握した新たに事業を開始したと考えられる事業所を対

象に活動場所、主な事業の内容等を照会するとともに、廃業の可能性があると考えられる事業

所に事業の実施状況の確認を行い、その結果を事業所母集団データベースに登録することを目

的とする。 

 

（２）照会対象 

ア 新設事業所への照会（「事業所・企業照会」） 

労働保険情報及び商業・法人登記簿情報により把握した、平成 24年２月以降に新たに事業を

開始したと考えられる事業所・企業 

    対象事業所数（概数）：労働保険情報に基づく照会（約 13千/月） 

商業・法人登記簿情報に基づく照会（約 101 千/年） 

 

イ 廃業事業所への確認（「事業の実施状況確認」） 

労働保険情報及び商業・法人登記簿情報を基に、事業所母集団データベースから抽出した、

平成 24 年２月以降に事業の実施状況に変更があったと考えられる事業所・企業 

    対象事業所数（概数）：労働保険情報に基づく確認（約５千/月） 

商業・法人登記簿情報に基づく確認（約 28千/年） 

 

（３）照会方法 

ア 新設事業所への照会 

労働保険情報に基づく照会では、毎月、対象事業所に対し、照会票（参考１）を郵送し、

回答がなかった事業所に対し、はがき督促及び電話督促を実施。 

商業・法人登記簿情報に基づく照会では、年１回、照会票（参考２）を郵送し、回答がな

かった事業所に対し、はがき督促を実施。 

いずれの照会も、オンライン又は郵送により回答を収集。 

 

イ 廃業事業所への確認 

対象事業所に対し、電話による確認を実施。また、電話番号が無効の事業所に対しては、

往復はがき（参考３）の送付による確認を実施。 

 

資料１－４ 



 

 

 

２ 行政記録情報による照会結果の記録等に関する基本的な考え方（詳細は別添参照） 

 

① 行政記録情報、照会結果等の情報を情報源ごとの「マスター」に記録する。 

② 「年次フレーム」及び「平成 26年経済センサス名簿」の作成に必要となる情報を「母集団テ

ーブル」に記録する。 

③ 毎年度決められた時点を基準に母集団テーブルから情報を抽出し、「年次フレーム」を作成

する。 

④ 作成時点による最新の情報を母集団テーブルから抽出し、「平成 26年経済センサス名簿」を

作成する。 

 






